
 

 
 
 
家庭用電気製品や燃焼機器な

どは、長期間使用しているうち

に、熱、湿気、ほこりなどの影

響により、部品が劣化し、発

煙・発火に至るおそれがありま

す。 
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［相談事例］                                        

事例① 「一日最大 1,500 円」のコインパーキングに 2 日間駐車した。3,000 円

だと思って精算したところ 3,000 円ではなく高額な料金になっていた。駐車場

の管理業者に問合せをしたら「“当日の 24 時を過ぎると１時間毎に 600 円が

加算される”と看板に書いてある」と言われた。 

事例② 休日にコインパーキングに駐車したが、看板に書いてあった駐車料金では

なく高額だった。管理業者に問合せをしたら「あなたが見ているのは平日料金で、

休日は駐車料金が違う。休日料金についても看板に書いてあるはずだ。」と言わ

れた。                 

［アドバイス］                               

 コインパーキングの看板表示に用いられている「一日最大」の「一日」は、 

Ａ 駐車後２４時間を指す場合  Ｂ 入庫当日の２４時までを一日とする場合

があります。どちらも「一日」を過ぎると「一時間毎○○○円」という料金になる

ことが多くあります。 

「事例①」の場合の「一日」は、Ｂのことを示していたものです。 

また「事例②」のように平日や休日、イベント開催日など様々な要因によって料

金体系が変わるという細かい条件がついている場合もあり、利用者にとって理解し

にくい部分があります。 

コインパーキングを利用する際には、看板に大きく表示されている内容だけで利

用を決めるのではなく、駐車場に入れる前に、看板・入口・精算機付近の詳細案内

を読み、料金やその他の利用条件について確認してから利用しましょう。 

料金について書かれていない場合は、不当表示の可能性もありますので、消費者

センターにご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■相談日……月曜日～土曜日（土曜日は電話相談のみ） 
（日曜日・祝日・祭日・年末年始はお休みです。） 

■相談時間…午前９時００分～午後４時３０分 

■所在地…墨田区押上２-１２-７ セトル中之郷２階 
● 東武伊勢崎線･東京メトロ半蔵門線・京成押上線・都営浅草線 

「押上駅」Ａ３出口徒歩３分    

● 東武伊勢崎線「とうきょうスカイツリー駅」駅徒歩７分 




